
審査報告をする小川委員長

予算審査特別委員会の様子

多くの人でにぎわう本須賀海岸

予
算
審
査
特
別
委
員
会

審
査
報
告

　

平
成
31
年
度
各
会
計
予
算
関
係
議
案
８
議
案
を
審
査
す
る
た
め
、
定
例
会
３
日
目
に
予
算
審
査
特
別

委
員
会
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

　

小
川
吉
孝
委
員
長
、
大
塚
重
忠
副
委
員
長
が
選
任
さ
れ
、
議
長
を
除
く
全
議
員
で
委
員
会
を
構
成
し
、

３
月
６
日
と
７
日
の
２
日
間
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

市
長
、
関
係
部
長
等
か
ら
説
明
が
あ
り
、
慎
重
に
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

望
等
に
対
す
る
事
業
費
等
の
予
算

に
つ
い
て
は
、
約
４
１
２
０
万
円

の
増
額
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
要

望
に
対
す
る
整
備
を
、
10
件
程
度

多
く
消
化
で
き
る
と
見
込
ん
で
い

ま
す
。

●
教
育
部
所
管
部
分

施
設
改
修
工
事
費

問 

　

全
体
的
に
大
規
模
な
施

設
の
改
修
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す

が
、
今
後
も
改
修
工
事
は
続
く
の

か
伺
い
ま
す
。

答 

　

平
成
31
、
32
年
度
で
大

規
模
な
施
設
改
修
工
事
を
多
く
見

込
ん
で
い
ま
す
が
、
耐
震
改
修
等

の
有
利
な
財
源
を
使
用
で
き
る
期

間
が
決
ま
っ
て
い
る
こ
と
等
か
ら

計
上
し
ま
し
た
。

　

今
後
に
つ
い
て
は
、
入
れ
替
え

の
時
期
等
が
到

来
し
た
機
器
の

改
修
等
は
見
込

ま
れ
ま
す
が
、

大
規
模
な
も
の

は
、
今
の
と
こ

ろ
、
予
定
し
て

い
ま
せ
ん
。

●
経
済
環
境
部
所
管
部
分

ブ
ル
ー
フ
ラ
ッ
グ
取
得

問 

　

ブ
ル
ー
フ
ラ
ッ
グ
の
認

証
取
得
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
が
、

認
証
取
得
す
る
か
ら
に
は
、
ほ
か

の
九
十
九
里
浜
の
海
水
浴
場
と
比

べ
て
本
須
賀
海
岸
は
違
う
な
、
と

い
う
も
の
を
出
し
て
も
ら
い
た
い

と
思
い
ま
す
が
、
ど
う
で
す
か
。

答 

　

ブ
ル
ー
フ
ラ
ッ
グ
が
認

証
と
な
れ
ば
、
本
須
賀
海
岸
は
、

安
全
・
安
心
な
海
水
浴
場
で
あ
り
、

海
に
行
く
な
ら
本
須
賀
だ
と
思
っ

て
い
た
だ
け
る
よ
う
な
Ｐ
Ｒ
を
し

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
海
の
家
の
方
々
や
市
民

の
皆
さ
ん
に
も
協
力
し
て
い
た
だ

き
、
環
境
教
育
等
も
行
い
な
が
ら
、

魅
力
あ
る
本
須
賀
海
岸
に
し
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

●
都
市
建
設
部
所
管
部
分

土
木
費
の
増
額

問 

　

土
木
費
に
つ
い
て
、
松

尾
駅
前
の
周
辺
排
水
対
策
事
業
を

除
い
て
、
ど
の
く
ら
い
増
額
し
た

の
か
伺
い
ま
す
。

答 

　

市
民
等
か
ら
の
工
事
要

審
議
結
果

議
案
第
38
号
、
議
案
第
39
号
、
議

案
第
40
号
、
議
案
第
41
号
、
議
案

第
42
号
、
議
案
第
43
号
、
議
案
第

44
号
、
議
案
第
45
号（

原
案
可
決
）

＊
特
別
委
員
会
質
疑
要
約

●
総
務
部
所
管
部
分

地
域
Ｓ
Ｎ
Ｓ
事
業

問 

　

地
域
Ｓ
Ｎ
Ｓ
運
用
事
業

は
、
平
成
31
年
度
か
ら
廃
止
と
な

る
の
か
伺
い
ま
す
。

答 

　

当
初
の
目
的
を
達
成
し

た
等
の
理
由
で
、
地
域
Ｓ
Ｎ
Ｓ
協

議
会
と
も
協
議
を
重
ね
た
結
果
、

休
止
と
な
り
ま
し
た
。

●
市
民
部
所
管
部
分

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
設
整
備
事
業

問 

　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
設
整

備
支
援
事
業
で
、
改
築
の
補
助
率

と
解
体
の
補
助
率
が
異
な
る
理
由

に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

答 
　

解
体
補
助
に
つ
い
て
は
、

集
会
所
の
敷
地
内
に
、
建
物
や
そ

の
他
の
工
作
物
、
ま
た
樹
木
等
が

撤
去
さ
れ
ず
に
残
る
と
、
後
々
の

防
災
や
防
犯
、
公
衆
衛
生
上
の
問

題
等
の
発
生
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

当
該
の
敷
地
の
利
活
用
を
考
慮
す

る
と
、
集
会
所
を
解
体
し
て
、
そ

の
後
地
区
や
区
で
活
用
し
や
す
い

よ
う
に
整
地
さ
れ
た
状
態
に
す
る

こ
と
が
望
ま
し
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。

　

地
域
の
住
民
の
触
れ
合
い
の
場

と
な
っ
て
い
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施

設
が
、
安
易
に
解
体
さ
れ
て
、
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

場
が
な
く
な
っ

て
し
ま
う
よ
う

な
こ
と
が
な
い

よ
う
、
補
助
率

を
設
定
し
て
い

ま
す
。
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